
 

 

 申告書の提出と認定日の関係 
 
――事実発生日から 30 日以内に！―― 

 

 

認定日は 
事実発生日 

認定日は 
共済組合の受付日 

（注意）被扶養者証（（保険証）が有効となるのは、認定日からです。
これらの場合、事実発生日から認定日前まで被扶養者証 

（保険証）は使用できません。 

認定日は 
所属所受理日 

認定日は 
共済組合の受付日 

所 属 所 受 理 日 か ら 

共 済 組 合 の 受 付 日 ま で が 
 
30 日以内     31 日以上 

 

所 属 所 受 理 日 か ら 

共 済 組 合 の 受 付 日 ま で が 
 
30 日以内     31 日以上 

 

事実発生日から所属所受理日までが 

30 日以内               31 日以上 

・被扶養者の要件を備えた者がいる組合員の資格取得日 

・組合員に出生、所得減少、婚姻等で被扶養者の要件を備える者ができた日 
事実発生日 ＝ 

 

 


